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指定障がい福祉サービス事業者等集団指導研修

２０２３年（令和５年）８月１０日（木）１０：００～

※開始までしばらくお待ちください。



指定障がい福祉サービス事業者等
集団指導研修

指定事業所等の実地指導について

２０２３年（令和５年）８月

福山市 保健福祉局 福祉部 障がい福祉課
事業者指定・指導担当

資料１
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指定障がい福祉サービス事業者等集団指導研修 次第

日時：2023年（令和5年）8月10日
場所：Zoom開催

１ 開会

２ 指定事業所等の実地指導について
（１）2022年度（令和4年度）指定障がい福祉サービス事業所等の実地指導の実施状況・・・・ 資料１
（２）2023年度（令和5年度）指定障がい福祉サービス事業者等指導方針について・・・・・・資料２
３ 2023年度（令和5年度）主な基準改正について（障害児通所支援事業所等）・・・・・・・資料３
４ 新型コロナウイルス感染症5類感染症移行後の報酬，基準及び報告の取扱い・・・・・・・資料４
５ サービス管理責任者等の研修制度の取扱い等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料５
６ 各種届出について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料６
７ 放課後等デイサービスと学校との連携について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料７
８ 認定調査業務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・資料８
９ 就労アセスメントの実施について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料９
10 請求業務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・資料10
11 地域生活支援拠点等について
12 児童虐待防止策に係る障がい福祉サービス事業所等と福山市（要対協）の連携について
13 業務継続計画の策定について
14 その他

15 閉会



（１）2022年度（令和4年度）
指定障がい福祉サービス事業所等
の実地指導の実施状況について
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2022年度（令和4年度）
実地指導件数
・障がい福祉サービス事業所等

10%

相談支援事業

障
が
い
福
祉

サ
ー

ビ
ス

障がい児通所支援 156 11

居住系事業

7%

41 3 7%

計 532 52

146 19 13%

109 14 13%

事業区分 事業所数 実地指導事業所数 実施率

80 5 6%訪問系事業

日中活動系事業

5



○実地指導の結果

6

文書 口頭

運営に関する基準 4 114

内容及び手続の説明及び同意 2
契約支給量の報告等 6
給付費等の額に係る通知等 4
計画の作成 2 23
緊急時等の対応 3
勤務体制の確保等 25
非常災害対策 4
衛生管理等 4
身体拘束等の禁止 19
秘密保持等 1
苦情解決 3
事故発生時の対応 10
虐待の禁止 11
記録の整備 1

変更の届出等 18

給付費の算定及び取扱い 8 4

12 136

指摘事項の区分

計



○実地指導の結果（概要）

項目 指摘事項

運
営
に
関
す
る
基
準

契約支給量の報告等

サービスを提供するときは，当該指定生活介護等の内容，契約支給量，その他
の必要な事項（受給者証記載事項）を利用者の受給者証（別冊）に記載し，控
えを保管すること。

給付費等の額に係る通知等
法定代理受領により市町村から給付費の支給を受けた場合は，支給決定障がい
者等に当該給付費の額を通知すること。

計画の作成

・サービス管理責任者は，個別支援計画の原案を作成し，利用者又はその家族
に対して説明し，同意を得ること。また，個別支援計画の作成に係る会議を開
催し，その記録を保存すること。

・児童発達支援管理責任者は，放課後等デイサービス計画の作成後，計画の実
施状況の把握（継続的なアセスメントを含む。モニタリング）を行うとともに，
解決すべき課題を把握し，少なくとも6月に1回以上，計画の見直しを行い，必
要に応じて計画の変更を行うこと。

勤務体制の確保等

・職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行っては
ならない旨の方針を明確化し，従業者に周知・啓発すること。

・従業者の資質の向上のために，研修の機会を確保すること。

身体拘束等の禁止
身体拘束等の適正化の措置（委員会の設置，担当者の選定，指針の整備，研修
等の実施）について，実施すること。
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項目 指摘事項

運
営
に
関
す
る
基
準

事故発生時の対応
事故が発生した場合は速やかに連絡を行うとともに，必要な措置を講じること。

虐待の禁止
虐待発生又は再発防止の措置（委員会の設置，研修等の実施，担当者の配置）について，
実施すること。

変更の届出等

・従業者数の変更など，運営規程の内容に変更があった際は，１０日以内に市へ届け出
ること。

・事業所の平面図に変更が生じた場合は，１０日以内に市へ届け出ること

給付費の算定及び取扱い

・福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）の算定要件を満たさないため，福祉・介護
職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）に加算の変更をする届出を行うとともに，過誤調整によ
り返還すること。

・福祉専門職員配置等加算（Ⅲ）の算定要件を満たしていないため，加算の変更につい
て届出を行うとともに，過誤調整により返還すること。

・専門的支援加算の算定要件を満たさないため，加算の変更について届出を行うととも
に，過誤調整により返還すること。

・長期入院時支援特別加算及び長期帰宅時支援加算の算定においては，個別支援計画に
位置付けた上で，算定すること。

・家庭連携加算・事業所内相談支援加算について，個別支援計画に位置付けること。
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指定障がい福祉サービス事業者等
集団指導研修

（２）2023年度（令和5年度）指定
障がい福祉サービス事業者等指導

方針等について

２０２３年（令和５年）８月

福山市 保健福祉局 福祉部 障がい福祉課
事業者指定・指導担当

資 料 ２
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１ 本年度の指導方針について
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１ 趣旨

•指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい児通所支援
事業者に対する指導については，障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第
１２３号）をはじめとする関係法令等に基づき，事業運営
並びに利用者へのサービス提供が適正かつ円滑に行われる
ことを目的として実施する。

•就労系事業者に対しては，通常の実地指導に加え，障がい
福祉サービス指導員による生産活動や一般就労への助言・
指導を行うほか，２０１８年（平成３０年）に就労継続支
援A型事業所の経営破たんを受けて広島県障害者自立支援協
議会就労支援部会で行った検証の結果を踏まえた取組を行
う。
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２ 重点項目

ア 人員，設備及び運営に関する基準に定める従業者の

員数，資格を満たしているか。

イ 従業者の資質向上を図るため，従業者研修についての

具体的計画が立てられているか。

ウ 身体拘束や虐待についての認識を十分に持ち，身体拘束

廃止や虐待防止に向けた委員会の開催や研修などの措置が

講じられているか。

12

（１）適切な事業運営



２ 重点項目

エ 感染症や災害が発生した場合に備え，業務継続に向けた計画が策

定され，必要な研修及び訓練が行われているか。

オ 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に係る委員会の開催，指

針の整備，研修及び訓練が行われているか。

カ 障がい児通所支援事業所及び障がい児入所施設等については、

利用児童の安全の確保を図るための計画を策定し，研修及び訓練な

どの措置を講じているか。また，児童の移動のために自動車を運行

するときは、児童の見落としがないよう適切な措置を講じているか。
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（１）適切な事業運営



ア・イ 勤務体制の確保等
福山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第４０号）

第70条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療

養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者に

よって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない

業務については、この限りでない。

3 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければな

らない。

4 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。

14



・従業者の日々の勤務時間、職務内容、常勤・非常勤の別、兼務関係を明確に

し、事業所ごとに勤務体制を定めているか。

・研修を実施（参加）しているか。特に人権問題や虐待防止に関する研修を実

施しているか。

・従業者の勤務表及び勤務実態が分かる書類（タイムカード等）

・雇用形態が分かる書類

・研修実施（参加）記録

・勤務実態が分かる書類を（事業所ごとに全員分）作成していない。
・研修の記録が残っていない。

留意事項

関係書類

指摘・指導事例
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ア 自立支援給付費及び障害児通所給付費に係る請求につ

いて，関係告示等に定められた算定の方法等が遵守され

ているか。

イ 各種加算の算定にあたって，前年の利用実績に基づい

た人員配置等が確保され，適正に請求されているか。

ウ 報酬及び加算の算定にあたり，根拠となる記録が適正

に作成され，保管されているか。

16

（２）自立支援給付費及び障害児通所給付費の請求及び
取扱いの適正化



ア サービス等利用計画の作成にあたり，アセスメント，サービ

ス担当者会議等が適正に行われ，記録が保存されているか。

イ サービス等利用計画が利用者に交付され，モニタリングが適

切に行われているか。

ウ アセスメント，個別支援計画の作成，モニタリング及び必要

に応じた計画の見直し等の一連のプロセスが適正に行われ，記

録が保存されているか。また，個別支援計画を利用者に交付し

ているか。

エ サービスを提供した際にはサービス提供実績記録票を作成し，

サービス提供時間やサービス内容等について，利用者等から確

認を受けているか。
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（３）適切かつ効果的なサービスの提供



ア～ウ 計画の作成
福山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第４０号）

第60条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作

成に関する業務を担当させるものとする。

2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常

生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常

生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十

分に説明し、理解を得なければならない。

4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般

の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成

しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連

携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

5 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電

話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項に規定する療養介護計画の

原案の内容について意見を求めるものとする。

6 サービス管理責任者は、第4項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なけ

ればならない。

7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリン

グ」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定める

ところにより行わなければならない。

(1) 定期的に利用者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する療養介護計画の変更について準用する。
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・サービス管理（提供）責任者が原案・計画を作成しているか。
・アセスメントに当たっては、利用者に面接して行っているか。
・長期的な目標、短期的な目標、達成時期、保健医療サービス又はその他のサービス等
の連携等を原案に位置づけているか。

・担当者を招集して行う会議を開催し、原案について意見を求めているか。また、その
記録を残しているか。

・利用者及びその家族に計画原案の内容を説明し、同意を得ているか。また、計画を交
付しているか。

・少なくても6月に1回（３月に１回）以上計画の見直しを行っているか。

・個別支援計画及び個別支援計画の原案（利用者又は家族の署名捺印）

・アセスメント及びモニタリングに関する記録

・担当者会議の記録

・原案が作成されていない。
・担当者会議を開催していない。担当者会議の記録を残していない。

留意事項

関係書類

指摘・指導事例
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ア 非常災害に際し，必要な諸設備の整備や具体的計画
が策定され，定期的に従業者に周知がされているか。

イ 非常災害に備えるため，定期的に避難，救出その他
必要な訓練を行うとともに，実施にあたっては，地域
住民の参加が得られるよう連携に努めているか。

20

（４）災害の対応の強化



ア 苦情受付担当者，苦情解決責任者，第三者委員が任命さ

れており，掲示等により利用者，家族及び従業者に周知さ

れているか。

イ 苦情を受け付けた際には，各事業所で定める苦情解決規

程等に基づき，適切に対応しているか。

ア 一般就労への移行や工賃等の増加など，障がい者の経済

的自立を促進するための取組は行われているか。

イ 生産活動に係る会計処理が適正に行われているか。

ウ 利用者工賃等が定められた工賃規程等に基づき算出，配

分され，適正に支給されているか。

21

（５）苦情解決体制の整備と利用者，家族及び
従業者への周知

（６）障がい者雇用対策



３ 指導の方法及び実施計画等

指導方法 実地指導及び集団指導

実施計画

〇実地指導
指定障がい福祉サービス事業所 概ね３年に１回
指定障がい児通所支援事業所 概ね３年に１回
入所施設 ２年に１回

※継続した指導が必要であると判断される場合は，随時実施
する。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況により，必
要に応じて実施時期の延期等を行う。

〇集団指導
随時実施
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２ 本年度の実地指導について
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１ 対象事業所

24

類型 対象

指定障がい福祉サービス事業所

次の事業所・施設から選定

(1)近年実地指導を未実施の事業所・施設

(2)新規事業所・施設

(3)継続した指導が必要であると判断される事業所
・施設

入所支援施設

指定障がい児通所支援事業所

※現時点での計画であり，必要に応じて実施時期の延期や対象の変更等を行う場合があり
ます。



２ 実施時期等

25

期限 福山市 事業所

概ね１か月前
・対象事業所へ日程を郵送する
・事前資料（Excel形式）をE-
mailで送付する

概ね２週間前 事前資料を市へ提出する

当日 必要書類を準備する

（１）時期 ９月上旬～２月下旬
（２）時間 ２～３時間程度
（３）体制 ２～３名程度
（４）方法 事前に文書で通知し，実地を訪問。
（５）スケジュール



３ 当日準備書類

26

１ 重要事項説明書および契約書
２ 就業規則， 給与規程等
３ 雇用契約書，出勤簿（タイムカード）等
４ 免許（資格）証の写し
５ 領収書（利用者負担額，利用者負担額以

外で利用者から費用を徴収しているもの）
６ 介護給付費等通知書（控）
７ 受給者証(別冊を含む)の写し
８ サービス担当者会議の記録
９ 個別支援計画（指定短期入所事業所，指

定相談支援事業所を除く。）
１０ サービス利用計画（指定相談支援事業所

のみ）
１１ サービス提供記録簿（指定短期入所事業所，

指定相談支援事業所を除く。）
１２ サービス提供実績記録票
１３ 従業者の研修に関する記録
１４ 広告関係書類（広告，パンフレット等）
１５ 苦情処理に関する記録
１６ 事故及び損害賠償等に関する記録

１７ 決算書等会計諸記録
１８ 介護給付費等請求に関する記録
１９ 避難訓練等の記録（指定居宅介護事業所，

指定重度訪問介護事業所，指定行動援護事
業所，指定重度障がい者等包括支援事業所
及び指定相談支援事業所は除く。）

２０ 消防計画等非常災害に関する具体的計画等
（指定居宅介護事業所，指定重度訪問介護
事業所，指定行動援護事業所，指定重度障
がい者等包括支援事業所及び指定相談支援
事業所は除く。）

２１ 秘密保持の誓約書，個人情報同意書
２２ 各加算の要件確認書類
２３ 身体拘束に関する書類
２４ 各種計画・指針（業務継続計画・虐待防止

のための指針等）
２５ その他参考になる資料

※準備すべき書類の中で該当するものがない場合は，実地指導のためだけに新たに作成する必要はありません。

（１）指定障がい福祉サービス事業者



27

１ 重要事項説明書及び契約書
２ 就業規則，給与規程等
３ 雇用契約書，出勤簿（タイムカード）等
４ 免許（資格）証の写し
５ 領収書（利用者負担額，利用者負担額以外

で利用者から費用を徴収しているもの）
６ 介護給付費等通知書（控）
７ 受給者証(別冊を含む)の写し
８ サービス担当者会議の記録
９ 個別支援計画

１０ 支援提供記録簿
１１ サービス提供実績記録票
１２ 従業者の研修に関する記録
１３ 広告関係書類（広告，パンフレット等）
１４ 苦情処理に関する記録
１５ 事故及び損害賠償等に関する記録
１６ 決算書等会計諸記録

１７ 障がい児通所給付費等請求に関する記録
１８ 避難訓練等の記録
１９ 消防計画等非常災害に関する具体的計画等
２０ 秘密保持の誓約書，個人情報同意書
２１ 各加算の要件確認書類
２２ 身体拘束に関する書類
２３ 各種計画・指針（業務継続計画・虐待防止

のための指針等）
２４ その他参考になる資料

※準備すべき書類の中で該当するものがない場合は，実地指導のためだけに新たに作成する必要はありません。

（２）指定障がい児通所支援事業者



2023年度（令和5年度）の主な基準改正
について（障害児通所支援事業所等）

資料３
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（1）安全計画の策定等

◆対象サービス種別：全ての障害児通所支援事業所、障害児入所
施設

◆設備の安全点検の実施に関すること、職員や児童に対し、事業
所での生活その他の日常生活における安全確保に関する指導
に関すること、安全確保に係る取組等を確実に行うための職員
への研修や訓練に関することなどを記載した計画の策定を行う
こと。

◆令和５年４月１日から令和６年３月３１日までは努力義務、
令和６年４月１日からは義務
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➊安全計画の策定
〇設備の安全点検
〇従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた

事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導
〇従業者の研修及び訓練
〇その他事業所における安全に関する事項

➋従業者に対する安全計画の周知及び研修・訓練の定期的な実施

➌保護者に対する安全計画に基づく取組内容等の周知

➍定期的な安全計画の見直し・必要に応じた変更
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（2）自動車を運行する場合の所在の確認

➊乗降車時の所在確認

◆ 対象サービス種別：全ての障害児通所支援事業所、障害児入所
施設

◆障害児の通所や事業所活動等のために、自動車を運行するときは、
障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実
に把握することができる方法により、障害児の所在を確認すること。

◆ 令和５年４月１日から義務化
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（2）自動車を運行する場合の所在の確認

➋送迎車両の安全装置設置

◆ 対象サービス種別：児童発達支援(児童発達支援センターを含む)、
放課後等デイサービス

◆ 障害児の送迎を目的とした、座席を３列以上有する自動車 （運転
席、助手席を含む）を日常的に運行するときは、当該自動車にブ
ザー等車内の障害児の見落としを防止する装置(安全装置）を備え、
これを用いて障害児の降車時に所在の確認を行うこと。
※２列以下の自動車を除くすべての自動車が原則として義務付けの対象
※安全装置の装備が困難な場合は令和６年３月３１日までの間、代替的措置に

よる所在確認により備えないことができる。

◆令和５年４月１日から令和６年３月３１日までは努力義務、
令和６年４月１日からは義務
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の
位置付け変更後の「新型コロナウイルス感
染症に係る障害福祉サービス等事業所の人
員基準等の臨時的な取扱い」等について

～新型コロナウイルス感染症５類感染症移行後の

報酬，基準及び報告の取扱い～

資料４
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新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後の
集団感染（クラスター）発生時の報告基準

ア 同一の感染症又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が１週間以内に２名以上発
生した場合

イ 同一の感染症又はそれが疑われる者が１０名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに該当しない場合であっても，通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ，
特に施設長が報告を必要と認めた場合

※施設長はア，イ又はウの場合は，「感染症発生時の報告様式」を障がい福祉課及び保健所保健予防
課に提出してください。
様式は福山市のホームページからダウンロードして使用してください。
（トップページ＞担当部署で探す＞障がい福祉課＞指定・協定事業所のみなさまへ＞事業者への
お知らせ＞各種様式）
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〇利用者等への接種に職員が従事する場合の人員基準の柔軟な取扱いが可能

また，サービス利用中に接種を行う場合に減算を行わない取扱いが可能

（取扱いの変更なし）

ワクチン接種関係→当面の間継続

（共通）人員基準等の臨時的な取扱い
→一定の要件のもと当面の間継続

〇新型コロナウイルス感染症の影響により，一時的に人員基準等を満たせなく
なる場合，報酬の減額を行わないことが可能（体制に係る加算の要件が欠如し
た場合についても，同様の考え方により継続算定が可能）

※なお，当該特例は，職員が感染者又は感染者と接触があった者（感染者と同
居している場合に限る）となった場合に限る。
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◯各種加算のうち，面談や会議の開催等を要件としているものについて，テレビ
会議の活用により算定可能

〇事業所において通常のサービスの提供が困難になったことにより，利用者が通
常のサービスを受けられない場合において，代替施設でのサービス提供や居宅へ
の訪問でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は，通常と同額
の報酬算定が可能

※事業所において通常のサービス提供が困難になった場合の想定
・近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域
である場合で，感染を未然に防ぐために休業する場合
・施設・事業所において感染者が多数発生する等，やむを得ず休業する場合

（共通）人員基準等の臨時的な取扱い
→一定の要件のもと当面の間継続
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訪問系サービス→一定の要件のもと当面の間継続

〇新型コロナウイルス感染症の影響により，一時的に人員基準上の必要な資
格を持った人員が確保できない場合については，他の事業所等で障害者等へ
の支援に従事したことがあり，当該支援の提供に支障がないと市町村が認め
る者であれば従事可能

※基本的には，相談支援事業所等が調整の上，有資格者の派遣が可能な訪問
系サービス事業所からサービス提供されることが望ましい。
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訪問系サービス→当面の間継続

〇居宅介護職員初任者研修等の講義は従前から通信の方法によることも認めていたが，
改めて通信の方法も可能であることを示すとともに，一定の条件を見たす場合には演習
についても通信の方法によることが可能

【条件】
演習の実施にあたっては，グループでの受講者の能動的参加型学習（アクティブラーニ
ング）の方法により，対面で実施することが望ましいが，以下のすべての要件を満たす
場合は，遠隔化しても差し支えない。
①カリキュラム及び内容が遠隔以外の方法に依るものと同等であること。
②演習では，グループ（受講生同士）によるリアルタイムでの討議を行うことなど受講
生全員による参加型の学習が可能な方法を採ること。
③演習では，講師による受講者へのリアルタイムのフィードバックを行うこと。
④演習を実施するグループを構成する受講者数は，必要最低限の人数を単位とすること。
⑤担当する講師または事務局等が，受講生の演習への積極的参加を促し，その点につい
て評価を行うこと（遠隔教育の場に接続されていることのみをもって受講を認定するこ
となく，演習に参加していたかどうかに基づく終了評価を行うこと。）。

（取扱いの変更なし）
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入所系サービス→一定の要件のもと当面の間継続

〇新型コロナウイルス感染者が発生した場合又は感染者と接触があった者
（感染者と同居している場合に限る）が発生した場合において，緊急的な対
応として他の施設・事業所から職員が派遣されている場合，当該応援職員を
夜間看護体制加算や夜勤職員配置体制加算における配置職員とみなして算定
が可能

入所系サービス→当面の間継続

〇障害者支援施設が新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者を受け入れ
た場合に，①健康観察や健康管理など，医師との連携体制や看護職員による専門的な
ケアも含む体制整備，②退所後の生活に係る相談援助の手間を評価する観点から，地
域移行加算について，特例的に，３０日間を上限として当院退院患者の入所中に限り
算定可能
（取扱いの変更なし）
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共同生活援助→一定の要件のもと当面の間継続

〇グループホーム入居者が通所する障害福祉サービス事業所が，当該事業所において通常
のサービスの提供が困難になった場合，グループホームにおいて昼間に支援を行った場合
には日中支援加算（Ⅱ）の算定が可能
※事業所において通常のサービス提供が困難になった場合の想定
・近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場
合で，感染を未然に防ぐために休業する場合
・施設・事業所において感染者が多数発生する等，やむを得ず休業する場合

〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため入居者が自宅に戻った場合においても，自宅へ
の訪問による必要な支援を継続している場合，基本報酬や関連する加算について算定が可
能

〇新型コロナウイルス感染者が発生した場合又は感染者と接触があった者（感染者と同居
している場合に限る）が発生した場合において，緊急的な対応として他の施設・事業所か
ら職員が派遣され夜勤や宿直による支援を行う場合，夜間支援等体制加算の算定可能
※上記取扱いは，宿泊型自立訓練も同様
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障害児サービス→一定の要件のもと当面の間継続

〇放課後等デイサービスについて，事業所において通常のサービスの提供が困難になっ
たことにより，利用者が通常のサービスを受けられない場合において，居宅への訪問で
できる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は，通常と同額の報酬算定が可
能

※事業所において通常のサービス提供が困難になった場合の想定
・近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である
場合で，感染を未然に防ぐために休業する場合
・施設・事業所において感染者が多数発生する等，やむを得ず休業する場合
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サービス管理責任者等の研修
制度の取扱い等について

資料５
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●各種届出について

区分 事由 提出期限等 申請・届出様式

変更届
事業所の名称や運営規程等届出事項
が変更になった場合

事由が生じてから10日以内 変更届出書

廃止届
休止届
再開届

事業を廃止、休止、再開する場合

【廃止・休止届】
事由が生じる1月前
【再開届】
事由が生じてから10日以内

廃止・休止・再開届出書

【指定障害福祉サービス事業所変更届出等に係る運用変更について（令和5年3月27日事務連絡）】
令和５年４月１日以降は，運営規程に変更を生じない管理者等（※１）以外の職員の交代・増減のみ（±０）の変

更で，報酬に係る加算の変更を伴わない場合は，届出は不要。

※１ 管理者等とは…管理者，サービス提供責任者，サービス管理責任者，児童発達支援管理責任者，
指定地域相談支援の提供に当たる者又は相談支援専門員

【変更等届出】
資料６
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●各種届出について

区分 事由 提出期限等 申請・届出様式

体制届

新たに各種加算を算定する場合・加
算等(算定される単位数が増える場合
に限る)の届出内容が変更になる場合

届出が月の１５日以前 翌月から算定
届出が月の１６日以降 翌々月から算定

【指定通所支援事業】
障害児通所給付費算定に係る
体制等に関する届出書
【その他の事業】
介護給付費等算定に係る体制
等に関する届出書

加算等が算定されなくなる状況が生
じた場合・加算等が算定されなくな
ることが明らかな場合

状況が生じたら速やかに
(加算等が算定されなくなった事実が発生
した日から算定開始)

☆様式☆
本市ホームページ＞トップページ＞担当部署でさがす＞障がい福祉課＞事業者へのお知らせ＞指定申請・変
更・更新・休廃止・体制の届

※届出書に不備，添付書類の不足が多発しています。届出書に不備，添付書類
の不足がありましたら，受理できない場合がありますので，提出前にダブル
チェック（他の職員に確認してもらう等）をするなどの対策をお願いします。

【介護給付費等算定の届出】
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事前協議 指定申請書 指定

●事前協議について

新規事業所の開設，事業の追加，定員の変更，大幅な事業内容の変更，

移転，建物の構造・設備の変更

４か月前まで １か月前まで

◇指定までの流れ

◇協議の種類

指定日：毎月１日付け
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●令和３年度制度改正事項（経過措置分）について

項目 対象サービス 内容 努力義務期間 義務化開始

感染症対策の強化 全サービス

①委員会の開催
②指針の整備
③研修の実施
④訓練（シミュレーション）の実施

令和3.4.1～
令和6.3.31

令和6.4.1～

感染症・非常災害
発生時の業務継続
に向けた取組の強
化

全サービス
①業務継続に向けた計画等の策定
②研修の実施
③訓練（シミュレーション）の実施

令和3.4.1～
令和6.3.31

令和6.4.1～

☆参照☆
厚生労働省ホームページ＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞障害者福祉＞感染対策マニュア
ル・業務継続ガイドライン等
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放課後等デイサービス事業所と
学校との連携について

福山市障がい福祉課 サービス給付担当

資料７
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１ 放課後等デイサービスの概要

（１）対象者 就学児（小学生～高校生）※満２０歳まで

（２）対象要件 障がい者手帳保持者・特別児童扶養手当等受給者

あるいは 診断書又は医師意見書の提出

（３）支援内容 就学児に対して，学校の授業終了後や休校日に，施設に

通い，生活能力の向上のために必要な訓練や，社会との

交流促進などの支援を行うサービス
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59

２ 利用までの流れ

申請 計画相談等 支給決定
サービス

利用



３ サービス等利用計画（案）の作成について

60

60

計画相談支援

◆相談支援専門員が，本人や保護者と面談を行い，本人に合ったサービス等利用計画を作成する
◆サービス利用にあたり，サービス提供事業所と調整を行う
◆利用開始後，定期的にモニタリングを実施し，本人に合ったサービス利用がされているか評価
する

◆悩みや不安があるとき，困ったときに相談することができる

セルフプラン

◆保護者や支援者が独自にサービス等利用計画を作成する
◆第三者を交えず，サービスを利用する



４ セルフプラン作成時のお願い

①「希望する生活や困っていること」について，できる限り具体的に記入してください

相談支援専門員に依頼せず，保護者や支援者（サービス提供事業所など）がサービス利用計画を作成される
場合，適正な支給決定を行っていくためにお願いしたいことがあります。

②「利用するサービス」「目標」についても，できる限り詳しく記入し，「希望する生活や

困っていること」と対応した内容にしてください

③ セルフプランには，児童通所支援，障がい福祉サービス，地域生活支援事業のような

公的な福祉サービスだけでなく，

・学校の友達との関係や先生との連携・支援状況

・訪問看護等の医療サービス

・ボランティアや近所の人などのインフォーマルな社会資源 など

も含めて検討していただくと，計画の内容が充実していくと考えています

61



５ セルフプラン利用者に係る放課後等デイサービスと学校との連携について

◆求められること◆

学校との連携

事業所との連携

保護者との連携

支援の方向性の共有

・個別指導計画
・行事予定
・個別支援計画
・利用計画

など

セルフプランの質の向上

支援の適性化

学校との連携
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６ ２０２１年度から実施した主な変更点－１

◆対象者

放課後等デイサービスを利用する児童のうち，セルフプランで利用する保護者

（新規，変更等の更新時期に実施） ※児童発達支援事業からの移行者を含む

複数の事業所を
利用する場合

計画相談支援
（相談支援事業所による）

※利用者に強い希望がある場合や，相談支援事業所が見つからない場合は
例外的にセルフプランを認める

◆原則的な取り扱い
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６ ２０２１年度から実施した主な変更点－２

◆基本支給日数は１０日以内とする

※月１０日の支給量では支援が不足する場合は，利用日数を最も増やす事業所

（又は利用日数が多い事業所＝取りまとめ事業所）が決まり次第，速やかに

変更手続きを行うことで，１０日を超える支給決定も可能

64



７ 変更手続き

児童の保護者

①10日を超える

変更申請

福山市

⑥変更申請

⑦支給決定

取りまとめ事業所

③情報共有の同意書を

保護者から受け取る

④同意書の写し

を配布

⑤同意書の内容を

確認したことを連絡

学校（担当等） 利用事業所Ａ 利用事業所Ｂ

②利用日数・共有する

情報種別を確認
情報共有と支援計画
に関する連携
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８ 同意書の記入について
【表面】
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８ 同意書の記入について【裏面】
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９ 留意点

◆原則として，取りまとめ事業所がセルフプランの作成を支援し，同意書を

作成することとします

◆支給日数が10日を下回る場合，今回の手続きは不要ですが，

可能な限り学校や事業所間の必要な連絡調整を行ってください

◆本取組みの目的は「療育の適正化」です

第三者の視点が入りづらい，セルフプランの利用者を対象としており，

情報共有の効果を期待して実施するものです

◆効果を検証するため，本市から学校や事業所へ問い合わせをする場合が

あります
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認定調査業務について

福山市障がい福祉課 サービス給付担当

資料８
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新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的
な取扱いの終了について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から，面会が困難な場合の臨時的な取扱いと
して，障害支援区分を変更せず，認定の有効期間を１２ヶ月以内で延長できる。

（厚生労働省令和２年３月５日通知）

新規申請者＋ 更新者 ＋ 昨年コロナ延長した者

今年度の調査依頼件数

調査依頼
件数増加＝

令和５年度～ 臨時的な取扱い終了
（厚生労働省令和４年１２月６日通知）
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一般相談支援事業所の参入促進について

障がい福祉サービス等の利用申請

認定調査

障がい支援区分の認定

サービス等利用計画の作成

契約，サービス等利用
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就労アセスメントの実施について

福山市障がい福祉課 サービス給付担当

資料９

72



これまでの取組み

◇就労経験が全くない50歳未満の方は，就労継続支援B型の事業所を利用
することができない （障がい年金１級受給者を除く）

◇就労の適性についての判断が，個別の対応となっている

就労支援部会における課題提起

統一的な手法で，就労アセスメントを実施し，
就労の適否を判断する必要がある利用するためには

現状の個別事案としての取扱いから，具体的な流れを形成して運用
することが望ましい

課 題
提 起

就労支援部会＿作業部会 （就労アセスメント等作業部会）

就労アセスメントの実施方法等について，フロー図や様式等の作成

令和５年度より，運用開始
73



就労アセスメントのフロー図（全体）
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就労アセスメントのフロー図 ①

移行会議（第１回）

１ 主催者 相談を受けた機関

２ 参加者
本人，保護者，学校関係者，相談支援支援事業所 など
※ 東部地域障害者就業・生活支援センター，

クローバー，障がい福祉課 は必ず参加する

３ 目 的
① 利用者の就労可能性を多角的に検討し，

就労継続支援B型利用の適否を判断する。
② 就労移行支援事業所におけるアセスメント期間を

設定する
※アセスメント期間は，２週間～２ヶ月が望ましいが，

本人の状況に応じて移行会議で決定する

４ 準備物
基本情報，支援計画（教育又は個別支援計画），
学校での実習情報等本人の状況が判る資料を
適宜持ち寄る

移行会議の話し合いの結果，
一般就労を目指す場合や，他の障が
い福祉サービスを利用する場合が考
えられる
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就労アセスメントのフロー図 ②

移行会議（第２回）

１ 主催者 相談支援事業所
※相談支援事業所がついていない場合は１回目の主催者

２ 参加者
本人，保護者，学校関係者，相談支援支援事業所，就
労移行支援事業所 など
※ 東部地域障害者就業・生活支援センター，

クローバー，障がい福祉課 は必ず参加する

３ 目 的
① 就労アセスメントの評価結果について，参加者から

意見聴取をする
② 意見を基に，今後の支援について検討する

４ 準備物
就労アセスメント兼報告書 等

移行会議の話し合いの結果，
一般就労を目指す場合や，他の障が
い福祉サービスを利用する場合が考
えられる
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就労アセスメントのフロー図 ③

移行会議（第３回）

１ 主催者 相談支援事業所
※相談支援事業所がついていない場合は１回目の主催者

２ 参加者
本人，保護者，学校関係者，相談支援支援事業所，
就労継続支援B型事業所 など

３ 目 的
就労継続支援B型事業所での個別支援計画及び目標
設定について，参加者と情報共有を行う

４ 準備物 個別支援計画 等

フォローアップ会議 ※２回目以降は適宜開催

１ 主催者 相談支援事業所

２ 目 的 設定した目標の達成状況をフィードバックする
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就労アセスメントのフロー図（全体）
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就労アセスメントシート兼報告書の記載要領と様式
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就労アセスメントシート兼報告書の記載要領と様式
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請求業務

「警告」から「返戻」へ移行する
エラーコードについて

令和5年4月20日厚生労働省 通知

資料１０

81



82



83



福山市で特に警告が多いエラーコード

エラーコード：PR61

支給量：上限額管理事業所から利用者負担上限額管理
加算が算定されていますが，上限額管理結果票に関係
事業所の記載がありません。

一次審査で「返戻」
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